
除却（解体）事業手続き手順 

🏠ご注意ください! 

１．本制度は、建物の除却（解体）にかかる費用を助成するための制度です。 

２．本制度を利用した除却（解体）後の土地活用方法の制限はありません。 

３．助成の申請者（対象者）は、建物の登記上の所有者です。（法人も可。） 

４．除却（解体）をしようとする建物に抵当権等が設定されている場合は、助成対象外となります 

  ので、抹消手続きを行ってください。 

※注１ ⑤ 除却工事契約締結は、④ 交付決定通知日以降でないと助成対象外となります。 

※注２ ⑥ 除却事業着手届の提出は、除却工事を着手した日から７日以内に提出してください。 

※注３ ⑦ 除却事業完了届の提出は、除却工事が完了した日から７日以内に提出してください。 

※注４ ⑧ 除却事業実績報告書の提出は、除却工事が完了した日から 30 日を経過した日又は当該 

完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相 談        （ 申請者 → 守口市 ） 

② 見 積 依 頼     （ 申請者 → 除却業者 ） 

 

③ 除却事業助成金交付申請書  （ 申請者 → 守口市 ） 

         【約２週間】     添付書類：登記事項証明書等 

④ 交 付 決 定 通 知     （ 守口市 → 申請者 ） 

 

⑤ 除却工事契約締結 ※注１ （ 申請者 ↔ 除却業者 ）  

 

⑥ 除 却 工 事 着 手     （ 除却業者 ） 

除 却 事 業 着 手 届 ※注２ （ 申請者 → 守口市 ）   

                    添付書類：契約書（写） 

⑦ 除 却 工 事 完 了     （ 除却業者 ） 

  除 却 事 業 完 了 届 ※注３ （ 申請者 → 守口市 ）   

 

⑧ 除却事業実績報告書 ※注４ （ 申請者 → 守口市 ）   

         【約２週間】     添付書類：工事写真及び領収書（写） 

⑨ 助 成 金 確 定 通 知     （ 守口市 → 申請者 ） 

 

⑩ 除却事業助成金交付請求   （ 申請者 → 守口市 ） 

         【約４週間】 

⑪ 助 成 金 支 払     （ 守口市 → 申請者 ） 


